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　【4】パーリ・サンスクリット聖典に見られる具体的な地名（部族名）

　　　とともに用いられる janapadaの用例

　［0］以上、 janapadaの語義とこの言葉が使われる背景を調査してきた。要するに

janapadaとは人々が住み、文化を育んできた空間を意味するということができる。したがっ

てその空間はラッタのように、人為的にきっちりと境界線によって区切られたものではない

から、またさまざまなレヴェルで使われる可能性がある。例えば日本民族が住み文化を育ん

できた日本という国もジャナパダということができるし、東北地方には東北地方独自の文化

があり、青森県と秋田県にも独自の県民性があるであろうし、青森県にも津軽と下北は区別

されるであろう。またもっと極端なことをいえば、ある小さな町の中でも、川のこちら側と

川向こうでは住む人種が異なるなどという対抗意識さえある場合がある。このようにジャナ

パダのさししめす範囲によって、janapadaという言葉は「大陸」とも訳され、「国」とも訳

され、「地方」とも訳され、「地域」とも訳されることになる。そこで実際にどのような用

例があるかを調査してみよう。

　まず最初に、具体的な地名とともに用いられるジャナパダの用例を調査する。ここでは

janapadaとともに、この具体的な地名を表す部分にもアンダーラインを施しておいた。

　［1］アンガ、マガダなどの 16 国を列挙する場合の「十六大国」の原語は、‘soLasa 

mahAjanapadA’である。したがってこの場合のジャナパダは「国」と訳されているわけで

ある。

　なおこの場合の‘janapada’が‘janapadA’と複数形で表されるのは、16国を総称する

のであるから何の不思議もないように思われるが、実はその一々の国を示す固有名詞も、例

えば‘AGgAnaM’‘MagadhAnaM’あるいは‘AGgesu’‘Magadhesu’などのように複数

形で表されることが多い。もし独立した国であるアンガ国あるいはマガダ国を意味するので

あれば、複数形を用いる必要性はないわけであるが、不思議なことにこれが複数形で用いら

れるというのはどのような背景があるのであろうか。

　この意味するところについては後にまとめて検討することにするが、とりあえず資料には、

ジャナパダという語が複数形を取るものは実線による下線、単数形を取るものは破線による

下線で表しておく。

　「十六大国」は、AN.003-007-070（vol.Ⅰ　　p.212）、AN.008-005-042、043、044、
045（vol.Ⅳ　　pp.252、256、258、260）などでは、「16 大国（soLasannaM mahAjana- 

padAnaM）の主権者となって支配する、たとえばアンガの、マガダの、カーシの、コーサラ

の……（issarAdhipaccaM rajjaM kareyya, seyyathIdaM AGgAnam MagadhAnaM KAsInaM 

KosalAnam……）」というような文脈で、アンガ（AGga）、マガダ（Magadha）、カーシ
（Kåsi）、コーサラ（Kosala）、ヴァッジ（Vajji）、マッラ（Malla）、チェーティ（Ceti）、
ヴァンサ（Vaµsa）（1）、クル（Kuru）、パンチャーラ（Pañcåla）、マッチャ（Maccha）、
スーラセーナ（S∑rasena）、アッサカ（Assaka）、アヴァンティ（Avanti）、ガンダーラ
（Gandhåra）、カンボージャ（Kamboja）（2）という具合に一つ一つの国が複数形で16の
国々が挙げられている。
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　また 16大国ではないけれども、DN.018

Janavasabha-s.（vol.Ⅱ　　p.200）では、「その
時世尊は諸方の国々における（parito parito janapadesu）信者たちの死んだ後の再生に関

して記別された（abbhatIte kAlakate uppattIsu vyAkaroti）。（すなわち）カーシ、コーサ

ラにおける（KAsi-Kosalesu）、ヴァッジ、マッラにおける（Vajji-Mallesu）……」という

形で、チェーティ、ヴァンサ、クル、パンチャーラ、マッチャ、スーラセーナなどの10ヶ

国が挙げられている。ただし別にアンガ、マガダ（AGga-MagadhA）が挙げられているから、

合計では12ヶ国ということになる。

　なお「十六大国」については、「その他国篇」で一覧表を用意しているのでここでは詳し

くは触れないが、上記資料の「十六大国」にはヨーナ（ヨーナカ）は含まれないけれども、

これを含む漢訳資料もあるので（3）、取りあえずヨーナも「十六大国」に含まれるものとし

て、以下の論述を進めることにしたい。なお「四大国」は原始仏教聖典＝A文献には見いだ

せない。

（1）PTSテキストの AN.003-007-070（vol.Ⅰ　　p.213）には Va∆gånaµとあるが、AN.008-

005-042、043、044、045（vol.Ⅳ　　pp.252、256、260）では Vaµsånaµaとあり、これ
に訂正した。

（2）カンボージャの位置は定説をみない。水野弘元「初期仏教の印度に於ける流通分布に就いて」

p.016、中村元『インド古代史（上）』p.260、塚本啓祥『初期仏教教団史』p.521、Debar- 

chana Sarkar, Geography of Ancient India in Buddhist Literature,
pp.212~213、『印度

仏教固有名詞辞典』pp.269~270、Dictionary of PAli Proper Names.（vol.Ⅰ　　pp.527~
528）を参照。

（3）ガンダーラ（Gandhåra）に代えてヨーナ（Yona）、ヨーナカ（Yonaka）とする用例は、B
文献資料に２例を数える。１つは DN.018 の註釈書 Suma∆gala-vilåsin¥（vol.Ⅱ　　p.637）で
あるが、16国を挙げず、8国にとどまる。もう１つは C∑¬aniddesa（ChaTTha SaGgAyana 

CD-ROM 版、MYANMAR　p.150）で、これにはカリンガ（Kali∆ga）も加えて 17国を挙
げている。また漢訳資料のうちヨーナが含まれるものには、マッチャ（Maccha）、スーラセー
ナ（S∑rasena）、ガンダーラが除かれて、『中阿含』202「持斉経」（大正 01　p.772 中）
では「蘇摩」「蘇羅　」「喩尼」、その異訳『優陂夷墮舍迦経』（大正 01　p.912 下）では

「速摩」「速頼　」「渝匿」とあり、いずれの経典もヨーナの音写「喩尼」「渝匿」を挙げ

る。『長阿含』004「闍尼沙経」の異訳『人仙経』（大正 01　p.213 下）ではチェーティ

（Ceti）、ヴァンサ（Vaµsa）、アヴァンティ（Avanti）、ガンダーラが除かれて、「奔拏」
「蘇摩」「　帝」「夜　那」とあり、ヨーナカの音写「夜　那」を挙げる。

　［2］「十六大国」とまとめて表現されるほかにも、具体的な地名（あるいは部族名）が

ジャナパダという言葉とともに用いられているケースがある。まず上述した「十六大国」に

含まれる地名とともに用いられるケースを紹介する。したがってこの場合のジャナパダも

「国」を指し示していると理解してよいであろう。なおこの場合も単数形で表される若干の

例外を除いて、ほとんどが‘Kosalesu janapadesu’などのように複数形で表わされる。た
だしすべてVinaya資料であり、経資料は単数形表現である。
　このように複数形で表される‘Kosalesu janapadesu’を、「コーサラの諸国において」
「いくつかのコーサラ国において」などと訳するのは違和感を感じるから、ここでは「コー

サラ人たちの諸ジャナパダにおいて」と訳しておく。先に整理した辞書の解説する語彙によ

パーリ仏典に見る janapada と raTTha



れば、「部族・種族の土地」というのに相当するであろうか。

　なおこのほかにも、もちろんジャナパダに関連する語であるが、実はもう少し検討してか

ら訳語を与える必要があるものも存する。しかしこの一々を注意していてはかえって混乱す

るので、取りあえずは常識的に考えて、もっとも妥当と判断される訳語をあてておくことに

する。

　［2-1］コーサラという地名（あるいは部族名）がジャナパダとともに表されるケースを

紹介する。

そのとき一人の比丘がコーサラ人たちの諸ジャナパダにおいて（Kosalesu janapa- 
desu）、サーヴァッティーに来る道中で（Såvatthiµ gacchantassa antarå magge）、
羊毛を手に入れた。Vinaya「捨堕016」（vol.Ⅲ　　p.233）
爾時諸比丘共估客遊行。　薩羅国向舍衞国。『十誦律』「尼薩耆 016」（大正 23　p.049 下）

そのときアヌルッダはコーサラ人たちの諸ジャナパダおいて（Kosalesu janapadesu）、
サーヴァッティーに行こうと、夕暮れにあるガーマに至った（Såvatthiµ gacchanto 
såyaµ aññataraµ gåmaµ upagacchi）。Vinaya「波逸提006」（vol.Ⅳ　　p.017）
爾時尊者阿那律從舍衞国向拘薩羅国中路至無比丘住處村。『四分律』「単提 004」（大正 22　

p.637 上）：

爾時長老阿那律從　薩羅遊行向舍衞国到一聚落無僧坊處欲宿。『十誦律』「波夜提 065」（大正 23

　p.112 下）

そのときサーリプッタはコーサラ人たちの諸ジャナパダにおいて（Kosalesu janapa- 
desu）、サーヴァッティーに行く途中で、ある施食処に赴いた（Såvatthiµ gacchanto 
yena aññataro åvasatho ten' upasaµkami）。Vinaya「波逸提031」（vol.Ⅳ　　p.070）
爾時舍利弗在拘薩羅国遊行詣此無住處村住一宿。『四分律』「単提 031」（大正 22　p.655 上）

爾時長老舍利弗從　薩羅国遊行向舍衞国到福徳舍。『十誦律』「波夜提032」（大正23　p.089 下）

そのとき２人の比丘がコーサラ人たちの諸ジャナパダにおいて（Kosalesu janapa- 
desu）、大道に従って歩んでいた（addhånamaggapa†ipannå honti）。Vinaya「大　度」
（vol.Ⅰ　　p.092）
そのときコーサラ人たちの諸ジャナパダにおいて（Kosalesu janapadesu）、ある住

処で、布薩の日に蛮族の恐怖を生じた（aññatarasmiµ åvåse tadah' uposathe savara- 
bhayaµ ahosi）。Vinaya「布薩　度」（vol.Ⅰ　　p.112）
そのときコーサラ人たちの諸ジャナパダにおいて（Kosalesu janapadesu）、ウデー

ナ優婆塞が僧伽のために精舎を建立した（Udenena upåsakena sa∆ghaµ uddissa 
vihåro kåråpito hoti）。Vinaya「入雨安居　度」（vol.Ⅰ　　p.139）
そのときコーサラ人たちの諸ジャナパダにおいて（Kosalesu janapadesu）、ある住

処で（aññatarasmiµ åvåse）、雨安居に入った比丘たちが猛獣のために悩まされたり、
捕らえられたり、殺されたりした（vassupagatå bhikkh∑ vå¬ehi ubbå¬hå honti, ga∫- 
hiµsu pi paripåtiµsu pi.）。Vinaya「入雨安居　度」（vol.Ⅰ　　p.148）
そのとき多数の知人や同僚の比丘たちがコーサラ人たちの諸ジャナパダにおいて

（Kosalesu janapadesu）、ある住処で雨安居に入った（aññatarasmiµ åvåse vassaµ 
upagacchiµsu）。Vinaya「自恣　度」（vol.Ⅰ　　p.157）
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時有衆多比丘在拘薩羅国。於異住處夏安居。『四分律』「自恣　度」（大正 22　p.835 下）

そのとき多数の知人や同僚の比丘たちが、コーサラ人たちの諸ジャナパダにおいて

（Kosalesu janapadesu）、ある住処で雨安居に入った。Vinaya「自恣　度」（vol.Ⅰ　　
p.158,
p.175,
p.176）

そのときコーサラ人たちの諸ジャナパダにおいて（Kosalesu janapadesu）、ある住
処で自恣の日に、蛮族の恐怖を生じた（aññatarasmiµ åvåse tadahu pavåra∫åya sa- 
varabhayakaµ ahosi）。Vinaya「自恣　度」（vol.Ⅰ　　p.168）
そのとき一人の比丘が世尊を拝謁するため、コーサラ人たちの諸ジャナパダにおいて

（Kosalesu janapadesu）、サーヴァッティーに行こうとしていたが（Såvatthiµ gac- 
chanto）、［その］道中で病気となった（antarå magge gilåno hoti）。Vinaya「皮革
　度」（vol.Ⅰ　　p.191）
そのとき多数の比丘たちがコーサラ人たちの諸ジャナパダにおいて（Kosalesu jana- 

padesu）、大道に従って歩んでいた（addhånamaggapa†ipannå honti.）。Vinaya「衣
　度」（vol.Ⅰ　　p.282）
そのとき２人の比丘がコーサラ人たちの諸ジャナパダにおいて（Kosalesu jana- 

padesu）、大道に従って歩んでいた。Vinaya「衣　度」（vol.Ⅰ　　p.303）
そのとき２人の比丘がコーサラ人たちの諸ジャナパダにおいて（Kosalesu jana- 

padesu）、大道に従って歩んでいた。Vinaya「小事　度」（vol.Ⅱ　　p.118）
　薩羅国有阿練兒處有二比丘在彼住。『十誦律』「雑法」（大正 23　p.273 上）

そのとき一人の比丘がコーサラ人たちの諸ジャナパダにおいて（Kosalesu jana- 
padesu）、サーヴァッティーに行く道中で象に出くわした（Såvatthiµ gacchantassa 
antarå magge hatth¥ pariyu††håti）。Vinaya「小事　度」（vol.Ⅱ　　p.138）

である。そのすべての資料が「コーサラ人たちの諸ジャナパダにおいて（Kosalesu 
janapadesu）」とあり、すべて律蔵資料である。
　［2-2］カーシという地名（あるいは部族名）がジャナパダとともに表されるケースを紹

介する。

［かつて遊女であったアッダカーシー比丘尼自身が語って］私の収入はカーシのジャ

ナパダの収入（Kåsijanapado su∆ko）ほどもありました。Ther¥gåthå（p.126）
そのときカーシ人たちの諸ジャナパダに（Kås¥su janapadesu）、ヴァーサバガーマ

と名づける［村が］あった（Våsabhagåmo nåma hoti）。Vinaya「瞻波　度」（vol.Ⅰ　
　p.312,
p.313,
p.314）

時有衆多比丘在伽尸国人間遊行至婆娑婆聚落。『四分律』「瞻波　度」（大正 22　p.885 上）

そのときカーシ人たちの諸ジャナパダに（Kås¥su janapadesu）、須達長者の農作村があっ
た（Anåthapi∫∂ikassa gahapatissa kammantagåmo hoti）。Vinaya「波逸提 084」
（vol.Ⅳ　　p.162）

である。このうち Ther¥gåthå資料には‘Kåsijanapado’とあり単数形である。したがって
この場合なら「カーシ国」と翻訳しても不自然ではない。

　［2-3］ヨーナとカンボージャという名称が登場するケースを紹介する。

［世尊がアッサラーヤナに告げられた］ヨーナ、カンボージャ（1）および他の辺境の
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人々の諸ジャナパダには（Yona-Kambojesu aññesu ca paccantimesu janapadesu）、アー
リヤ（主人）とダーサ（奴隷）との２階級だけが［住んで］いる（dve va va∫∫å, ayyo 
c' eva dåso ca）。MN.093

Assalåyana-s.（「阿摂　経」vol.Ⅱ　　p.149）
世尊告曰。……摩納。頗聞餘尼及劍浮国有二種姓。大家及奴。大家作奴奴作大家耶。『中阿含』151

「阿摂　経」（大正 01　p.664 上）

佛言。若見世間人善家子爲人作奴。奴反免爲人作子不。　波羅延白佛言。我聞月支国中有是。『梵

志　波羅延問種尊経』（大正 01　p.877 上）

である。ここに‘janapadesu’と複数形が取られるのは、「ヨーナ、カンボージャおよび他
の辺境の」諸ジャナパダであるからとも考えられる。したがってこれを「ヨーナ、カンボー

ジャおよび他の辺境の国々」と翻訳することも可能である。

（1）『中阿含』151「阿摂　経」では「頗聞餘尼及劍浮国有二種姓。大家及奴」とあり、「餘尼国

（Yona）」と「劍浮国（Kamboja）」を挙げて、パーリ文と対応している。ところが異訳
『梵志　波羅延問種尊経』になると「　波羅延白佛言。我聞月支国中有是」とあって、「月

支国」に交替している。なお月支、すなわちクシャーナについては中村元『インド古代史

（下）』（春秋社　1966）p.155 以降を参照。

　［3］上記はジャナパダが「十六大国」に含まれる具体的な地名（あるいは部族名）とと

もに用いられている例であるが、「十六大国」以外の具体的な地名とともに用いられている

場合もある。「十六大国」が「国」のすべてを表しているとすれば、これは「国」と訳すこ

とは不都合ということになるが、「十六大国」が代表的な国16を挙げたものであって、他

にも「国」と称すべき地域があったと考えれば、これも「国」と翻訳されてもよいことにな

る。しかしさまざまなケースが存し、実際には一つ一つを個別に判断する必要がある。

　［3-1］サーキヤ（Såkiya）
［ナンダ比丘が釈尊に答えた］私が家を出て来たとき、サーキヤ族のジャナパダ第一

の美人が（Såkiyån¥ janapadakalyå∫¥）、私を見て「ご主人さま、すぐにもどって来て
下さい（tuva†aµ kho ayyaputta, ågaccheyyås¥）」と言いました（avoca）、と。後に、

彼はこの言葉を思い出して、一旦は還俗しようとしたが、世尊の教えを聞いて悟りを得

た。［要旨］Udåna003-002（p.022）
［世尊がビンビサーラ王の問いに答えられた］ヒマヴァンタ（雪山）の中腹に

（Himavantassa passato）ジャナパダがあり（janapado）、コーサラの住民（Kosalesu 
niketino）で、財と勇気を具えている。姓に関しては太陽の裔といい（AdiccA nAma 

gottena）（1）、種族に関しては釈迦族という（SAkiyA nAma jAtiyA）。私はその家から

出家した。Suttanipåta  vs.422,
423（p.072）
である。

　前者の文中の‘Såkiyån¥ janapadakalyå∫¥’は単数であるが、これは‘kalyå∫¥’が単数で
あるからである。またここには‘Såkiya-janapada’という言葉は現れていないが、文脈か
らジャナパダは釈迦族の地を指すことがわかる。

　後者も同様であるが、ここでは単数で‘janapado’とされているから、文脈上は「サーキ
ヤ・ジャナパダ」と解することができよう。したがってこのジャナパダを「国」と訳するな
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ら、「ヒマヴァンタ（雪山）の中腹に一つの国があり」ということになる（2）。

　なおここには‘Kosalesu’という複数表現があり、興味深い。
（1）Adiccoとする写本もある。

（2）中村元博士は当該箇所の janapadaを「民族」と訳されている。中村元『ブッダのことば』
（岩波文庫　1958）p.074

　［3-2］スナーパランタ資料を紹介する。これは単数形で表されている。

［世尊は尊者プンナに教えを説かれたのち、彼に「どこのジャナパダに住もうとする

のか（katarasmiµ janapade viharissasi）」という問いかけに、彼が答えて］「スナー
パランタと名づけるジャナパダが（Su∫åparanto nåma janapado）あり、そこに私は住
するでしょう」［と答えた。そこで世尊がスナーパランタの人々が凶暴であることを諭

されるも、彼はそれに耐える決意を述べると、世尊は］「あなたは忍辱を具足して、ス

ナーパランタ人のジャナパダに住することができよう（Sunåparantasmiµ janapade 
viharituµ）」と告げられた。ときに尊者プンナは世尊の説かれたところに歓喜して、座
より起ち、世尊を礼拝し右繞の礼をなして、座具を収め、衣鉢を携えて、スナーパラン

タ人のジャナパダに向けて遊行に出た（yena Sunåparanto janapado tena cårikaµ 
pakkåmi.）。次第に遊行して、かのスナーパランタ人のジャナパダに到達した（yena 
Sunåparanto janapado tad avasari）。かくして尊者プンナはスナーパランタ人のジャ
ナパダに（Sunåparantasmiµ janapade）住した。MN.145

Pu∫∫ovåda-s.（「教富樓那
経」vol.Ⅲ　　p.268）、SN.035-088（vol.Ⅳ　　p.061）
佛告富樓那。我已略説法教。汝欲何所住。富樓那白佛言。……我欲於西方　盧那人間遊行。佛告富

樓那。西方輸盧那人兇惡輕躁弊暴好罵。……富樓那白佛言。世尊。若西方輸盧那人脱殺我者。當作是念。

有諸世尊弟子當厭患身、或以刀自殺、或服毒藥、或以繩自繋、或投深坑。彼西方輸盧那人賢善智慧。於

我朽敗之身以少作方便便得解脱。佛言。……汝善學忍辱。汝今堪能於　盧那人間住止。……爾時尊者富

樓那夜過晨朝。著衣持鉢入舍衞城乞食、食已還出、付囑臥具持衣鉢去、至西方　盧那人間遊行。『雑阿

含』311（大正 02　p.089 中）

佛告　耨。……汝今欲所遊。　耨白佛。唯然世尊。有一国名首那和蘭晋曰所聞欲勝欲遊彼国。佛言。彼

国凶惡志懷麁　不能柔和喜鬪亂人、假使彼国異心凶人罵詈毀辱。……　耨白曰。我當心念言。身有六情

爲之所患、厭身衆惱不淨流出、求刀爲食志唯在味、入於寂然以刀爲食。佛言。……汝能堪任以是比像。

調順寂然忍辱仁賢。處於彼国隨意所欲。於是　耨即從坐起稽首佛足右遶三匝、自詣其室。即夜蓋藏床臥

安眠、明晨著衣持鉢往詣彼国、尋在其国。『佛説滿願子経』（大正 02　p.502 下）

　以上のようにすべて単数形で表されているから、これらは「スナーパランタ国」と訳して

も差し支えなさそうである（1）。

（1）ただし、DivyAvadAna（ed. by B. Cowell and R. A. Neil, Cambridge, 1886）によれば、
‘Sunåparantasmiµ janapade’あるいは‘Sunåparanto janapado’に対応するサンスクリッ
ト語形は‘ÍroNAparAntakeXu janapadeXu’あるいは‘ÍroNAparAntakA janapadA’（Cowell
本　pp.038~039）と複数形となっている。

　［3-3］釈尊の誕生地であるルンビニー資料を紹介する。

　［アシタ仙人が（Asito isi）天子（deva）に向って喜んでいる理由を尋ねたところ、
その天子は］かの菩薩＝釈尊が誕生された。サーキヤ族のガーマに（Sakyånaµ 
gåme）、ルンビニーのジャナパダに（janapade Lumbineyye）、と答えた。［要旨］
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Suttanipåta  v.683（p.132）
　このジャナパダはルンビニーを指し、そのルンビニーは「サーキヤ族のガーマ（村）」と

呼ばれているのであるから、ここではジャナパダは一つの村を指しているわけである。した

がって一般的な意味での「国」と訳することは不適当である。しかしながら漢訳聖典ではこ

のような場合も「国」と訳することがあるのは、先に述べた通りである。

　［3-4］なお以下の用例には、具体的な地名はなくただ「北方」とか「東方」という方角

を示す言葉が用いられているに過ぎないが、これらも特定の場所からの方角を言っているの

であるから、上記のような一例の変形ともみなされうるであろう。

［王舎城にて、プックサーティ（Pukkusåti）が一面識もない世尊に告げて］北方の
諸ジャナパダのなかに（uttaresu janapadesu）、サーヴァッティーと名づけるナガラが
ある。そこには現に、かの世尊・阿羅漢・正等覚者が住されている、と。MN.140


Dhåtuvibha∆ga-s.（「界分別経」vol.Ⅲ　　p.238）
［天人が螺髻梵志バーヒヤに答えて］北方の諸ジャナパダに（uttaresu janapadesu）、

サーヴァッティーと名づけるナガラがある。そこには世尊・阿羅漢・正等覚者が住され

ている、と。Udåna001-010（p.007）
　これらはサーヴァッティーというナガラが北方の諸ジャナパダにあるとされているが、次

は東方の諸ジャナパダにサーヴァッティーと名づけるナガラがある、とされている。

［マハーカッチャーヤナがアーラーマダンダ婆羅門（Åråmada∫∂a bråhma∫a）に告
げて］婆羅門よ、東方の諸ジャナパダに（puratthimesu janapadesu）、サーヴァッティー
と名づけるナガラがあり、そこには現にかの世尊、応供、正等覚者が住されている、と。

AN.002-004-006（vol.Ⅰ　　p.066）
　後者の AN.002-004-006の註釈書Manoratha-p∑ra∫¥（vol.Ⅱ　　p.139）には「‘東方の諸
ジャナパダに’とは（puratthimesu janapades∑ ti）、長老の居住地より、サーヴァッティー
のジャナパダは東方に位置していた（therassa vasana††hånato Såvatthijanapado puratthi
- madisåbhåge hoti）」としている。なおこのなかでは‘Såvatthijanapado’と、サーヴァッ
ティー・ジャナパダは単数で表現されている。

　ともかくわれわれのもつ知識からいえば、これら「北方」あるいは「東方」にあたる諸ジャ

ナパダというのは、コーサラ人たちの諸ジャナパダに相当するわけである。

　［3-5］以上が「十六大国」以外の具体的な地名あるいは部族名が、ジャナパダとの合成

語として、あるいはジャナパダと関連して使われているケースである。この中には、サーキ

ヤやスナーパランタという「国」と扱ってよいとも思われるケースもあるけれども、ルンビ

ニーという村レベルの区域までの広さをジャナパダと表現していることがあることが確認さ

れる。したがって辞書的な語彙としては、ジャナパダに「村」も入ることになる。

　［4］次に参考のために、若干のサンスクリットの原始仏教聖典文献について、具体的な

地域名（部族名）と共に用いられた janapadaの用例を調査してみよう。
　サンスクリット文献においても「十六大国」に含まれる国名や、これに含まれないが国を

表すと思われる地名（部族名）、あるいは漠然とした地域名を示すと思われる用例がある。

以下、マガダ、カーシ、コーシャラ、ヴリジ、マルラ、南パンチャーラ、シューラセーナ、
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シャーキヤ、ハイマヴァタの順に紹介する。

　なおここでも複数形には実線の下線、単数形には破線の下線を付しておく。

　［4-1］まずマガダ（Magadha）資料を紹介する。
世尊は比丘たちとともに、マガダ人たちの諸ジャナパダを（Magadhe⋲u janapade⋲u）

遊行して、パータリ村と王舎城の中間（antarå ca På†aligråmakaµ antarå ca Råjag˚- 
haµ）、ヴェーヌヤシュティカー（竹園、 Ve∫uya⋲†ikå）の近くの王の住居
（Råjågåraka）に住された。Mahåparinirvå∫as∑tra（p.134）
世尊はマガダの人々の諸ジャナパダを（Magadhe⋲u janapade⋲u）遊行して、パータ

リ村に到り、パータリ村のパータラカ・チェーティヤに（På†alake caitye）住された。
Mahåparinirvå∫as∑tra（p.136）
即嚴衣鉢與諸大衆侍從世尊路由摩竭次到巴陵弗城、巴陵樹下坐。『長阿含 002』「遊行経」（大正

01　p.012 上）

［マガダの大臣ヴァルシャーカーラの伝聞］世尊ゴータマがマガダ人たちの諸ジャナ

パダを（Magadhe⋲u janapade⋲u）遊行して、パータリ村に到り、パータリ村のパータカ・
チェーティヤに住された、と。Mahåparinirvå∫as∑tra（p.150）
世尊はマガダ人たちの諸ジャナパダを（Magadhe⋲u janapade⋲u）遊行して、ナータ

ヴィカーに（Nå†avikåm Ⅰ）到達された。『梵文根本有部律　』「衣事」（vol.Ⅰ　　p.197）
　［4-2］カーシ（Kåßi）資料を紹介する。

［バドラー比丘尼（Bhadrå bhik⋲u∫¥）の本生譚で、過去世に彼女の住んでいた長者
（ßre⋲†hin）の家が］カーシ人のジャナパダであるヴァーラーナシー城（nagaraµ 
Vårå∫as¥ Kåß¥-janapado）であった。『梵文僧祇律（比丘尼）』「波夜提075」（p.205）
佛告諸比丘尼。過去世時有城名波羅奈。『僧祇律』「（比丘尼）波逸提075」（大正22　p.529上）

世尊はカーシ人たちのジャナパダを（Kåß¥⋲u janapade）遊行して、カーシーパタに
（Kåß¥pa††am）（1） Ⅰ到達された。『梵文根本有部律　』「薬事」（vol.Ⅰ　　p.168）

　このうち前者では「カーシ人のジャナパダは（Kåß¥-janapado）」とあるが、後者では
「カーシ人たちのジャナパダに（Kåß¥⋲u janapade）」とあって、‘Kåß¥⋲u’が複数形（L.）
であるのに対して‘janapade’が単数形（L.）となっている。この点は後に検討する。

（1）「カーシーパタ（Kåß¥pa††a）」を、『国訳一切経』律部 23では、チベット文から「迦尸の
市場」（p.408）と訳されている。

　［4-3］コーシャラ（Koßala）資料を紹介する。
世尊は随意の間カピラヴァストゥ城に（Kapilavastusmin nagare）住されたのち、コー

シャラ人たちの諸ジャナパダにおいて（Koßale⋲u janapade⋲u）遊行へ出発された（1）。
『梵文僧祇律（比丘尼）』（p.006）

如大愛道出家線經（2）中廣説。『僧祇律』「（比丘尼）波羅夷 001」（大正 22　p.514 中）

そのときゴータマ姓の女性マハープラジャーパティーはチャンダーとチャンダカパラー

とダーサチャンダーとチャンダカの母と、500人の釈迦族の女性と共に、まさに自分勝

手に髪を剃り落し、カーサーヤ（袈裟衣）や衣服（上衣）を身に被って、……コーシャ

ラ人たちの諸ジャナパダにおいて（Koßale⋲u janapade⋲u）遊行しつつある世尊を背後か
ら追随した。ときに世尊は500人の比丘たちと共に、コーシャラ人たちの諸ジャナパダ

パーリ仏典に見る janapada と raTTha



を（Koßale⋲u janapade⋲u）遊行して、コーシャラ人たちのシュラーヴァスティー城に入
られた（yena Koßalånåµ Íråvast¥-nagaraµ tad avasåri）。そこに到達して祇樹給孤
独園に住された。（3）『梵文僧祇律（比丘尼）』（p.006）

如大愛道出家線經（4）中廣説。『僧祇律』「（比丘尼）波羅夷 001」（大正 22　p.514 中）

比丘尼たちはコーシャラ人たちの諸ジャナパダから（Koßalehi janapadehi）遊行して、
［ある］村の住所で（gråma-våsake）、［ある］住居に到着した。『梵文僧祇律（比丘
尼）』「波夜提117」（p.264）

比丘尼たちはコーシャラ人たちの諸ジャナパダから（Koßalehi janapadehi）遊行して、
ある村の住所で（anyatarasmiµ gråma-våsake）、［ある］住居に到着した。『梵文僧
祇律（比丘尼）』「波夜提117」（p.264）

（1）パーリ律蔵では、次のようになっている。Vinaya「比丘尼　度」（vol.Ⅱ　　p.253）に「とき
に世尊は随意の間カピラヴァットゥに（Kapilavatthusmiµ）住されたのち、ヴェーサーリー
へ向けて遊行に出発された（yena Vesåli tena cårikaµ pakkåmi）」とあり、これに相応す
る『四分律』「比丘尼　度」（大正 22　p.922 下）では「爾時世尊從釋翅痩。與千二百五十

弟子人間遊行。往拘薩羅国」、また『五分律』「比丘尼法」（大正 22　p.185 下）では「佛

從迦維羅衞與大比丘衆千二百五十人倶。遊行人間。……佛漸遊行到舍衞城」とある。

　　　なお詳細については、森章司・本澤綱夫「［論文 10］Mahåpajåpat¥ Gotam¥ の生涯と比丘
Ⅱ尼サンガの形成」（本「モノグラフ」【個別研究篇　】第 10号）pp.031~034 を参照され

たい。

（2）「大愛道出家線經」、すなわち『中阿含』116「瞿曇彌経」（大正 01　p.605 中）には「彼

時世尊於釋羇痩受夏坐竟補治衣訖過三月已。攝衣持鉢遊行人間」とある。

（3）パーリの律蔵では、Vinaya「比丘尼　度」（vol.Ⅱ　　p.253）に「［世尊は］次第に遊行して
ヴェーサーリーに到達されて、ここに世尊はヴェーサーリーの大林重閣講堂に住された

（Vesåliyaµ viharati Mahåvane K∑†ågårasålåyaµ）」とあり、これに相応する『四分律』
「比丘尼　度」（大正 22　p.922 下）では「［世尊］從拘薩羅還至舍衞国祇桓精舍」となっ

ている。

（4）註（2）参照

　［4-4］ヴリジ（V˚ji）資料を紹介する。
ヴァルシャカーラよ、あるとき私［＝世尊］がヴリジ人たちの諸ジャナパダのなかの

チャーパーラ霊廟にいたときであった（V˚ji⋲u janapade⋲u viharåmi Cåpåle caitye）。
Mahåparinirvå∫as∑tra（p.106）
我昔嘗往到越祇国。国有急疾神舍。我止頓其中。白法祖訳『仏般泥　経』（大正 01　p.160 中）

昔吾一時曾遊越祇止（1）躁神舍。失訳『般泥　経』（大正 01　p.176 上）

世尊はヴリジ人たちの諸ジャナパダを遊行して（V˚ji⋲u janapade⋲u caryåñ caran）、
ナーディカに（Nådikåm）到り、ナーディカのクンジカ－に（Kuñjikåvasathe）住され
た。Mahåparinirvå∫as∑tra（p.162）
路由跋祇到那陀村止　椎處。『長阿含』002「遊行経」（大正 01　p.013 上）

世尊はヴリジ人たちの諸ジャナパダを遊行して（V˚ji⋲u janapade⋲u caryåñ caran）、
ヴァイシャーリーに（Vaißål¥m）到り、ヴァイシャーリーのアームラパーリー林に
（Åmrapålivane）住された。Mahåparinirvå∫as∑tra（p.172）
路由跋祇到毘舍離坐一樹下。『長阿含』002「遊行経」（大正 01　p.013 中）
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世尊はヴリジ人たちの諸ジャナパダを遊行して（V˚ji⋲u janapade⋲u caryåñ caran）、
ヴェーヌ村に（Ve∫ugråmakam）到達し、ヴェーヌ村では北方に位置する村の所有する
シンシャパー林に（ßiµßapåvane）住された。Mahåparinirvå∫as∑tra（p.190）
路由跋祇至彼竹林。『長阿含』002「遊行経」（大正 01　p.014 下）

世尊はヴリジ人たちの諸ジャナパダを遊行して（V˚ji⋲u janapade⋲u caryåñ caran）、
ヴァイシャーリーに到達し、ヴァイシャーリーの　猴池の岸辺にある重閣講堂に（Ma- 
rkka†ahradat¥re K∑†ågåraßålåyåm）住された。Mahåparinirvå∫as∑tra（p.202）
世尊はヴリジ人たちの諸ジャナパダを遊行して（V˚ji⋲u janapade⋲u caryåñ caran）、

クシタ村に（Ku⋲†hagråmakam）到達し、クシタ村では北方に位置する村の所有するシ
ンシャパー林に住された。Mahåparinirvå∫as∑tra（p.228）
世尊はヴリジ人たちの諸ジャナパダを遊行して（V˚ji⋲u janapade⋲u caryåñ caran）、

ヴァイシャーリーに到達し、ヴァイシャーリーの　猴池の岸辺にある重閣講堂に住され

Ⅰた。『梵文根本有部律　』「薬事」（vol.Ⅰ　　p.136）
　（1）大正新脩大蔵経には「正」とあるが、元本、明本により「止」をとる。

　［4-5］マッラ（Malla）資料を紹介する。
世尊はマッラ人たちの諸ジャナパダを（Malle⋲u janapade⋲u）順次に遊行して、パー

パーに（PApAm）到達された。パーパーではジャルーカー叢林に（Jal∑kåvana⋲a∫∂e）
住された。Mahåparinirvå∫as∑tra（p.252）
路由末羅（1）至波婆城闍頭園中。『長阿含』002「遊行経」（大正 01　p.018 上）

世尊はマッラ人たちの諸ジャナパダを（Malle⋲u janapade⋲u）遊行して、パーパーと
ヒラニヤヴァティーとの間で（tatråntarå ca Påpam antarå ca nad¥µ Hira∫yavat¥m）、
道を退かれた。Mahåparinirvå∫as∑tra（p.264）
即與比丘僧。從華氏国（2）。至鳩夷那竭国。佛道得病。下道止坐。白法祖訳『仏般泥　経』（大正

01　p.168 上）

世尊はヒラニヤヴァティー河とクシナガリーとの中間で（antarå ca nad¥µ Hira∫- 
yavat¥m antarå ca Kußinagar¥µ）、マッラ人たちの諸ジャナパダを（Malle⋲u janapa- 
de⋲u）遊行されながら、歩んで行く途中で道を退かれて、阿難に告げられた。Mahåpa- 
rinirvå∫as∑tra（p.286）
世尊はマッラ人たちの諸ジャナパダを（Malle⋲u janapade⋲u）遊行して、クシナガリー

に到達された。クシナガリーではマッラ族の所有するウパヴァルタナのシャーラ林の双

樹に（Mallånåm Upavartane Yamakaßålavane）住された。Mahåparinirvå∫as∑tra
（p.294）

世尊はマッラ人たちのジャナパダを（Malle⋲u janapade）遊行して、パーパーに到達
Ⅰされた。『梵文根本有部律　』「薬事」（vol.Ⅰ　　p.169）

　このうちで最後の資料だけは「マッラ人たちのジャナパダを（Malle⋲u janapade）」とあっ
て、Mallaの複数形（L.）に対して janapadaが単数形（L.）となっている。この点は後に検
討する。

（1）由末羅とは、マッラにおいて、の意。「由」は Locativeを示す。中村元『遊行経』p.139 を

参照。
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（2）華氏国とは、マッラ国の意。中村元『遊行経』p.402 参照。

　［4-6］南パンチャーラ（Dak⋲i∫apaµcåla）資料を紹介する。
世尊は南パンチャーラ人のジャナパダを遊行して（Dak⋲i∫apaµcåle janapada-cåri- 

kåµ caran）、アヨーディヤーに（Ayodhyåm Ⅰ）到達された。『梵文根本有部律　』

「薬事」（vol.Ⅰ　　p.034）
時阿難陀聞佛教已。即隨佛後。遊行人間。至無能敵国。『根本有部律』「薬事」（大正 24　p.048

下）

　ここでの南パンチャーラ・ジャナパダは単数形である。

　［4-7］シューラセーナ（Í∑rasena）資料を紹介する。
［世尊は］シューラセーナ人たちの諸ジャナパダを（Í∑rasene⋲u janapade⋲u）遊行

して、マトゥラーに（Mathuråm Ⅰ）到達された。『梵文根本有部律　』「薬事」（vol.Ⅰ　
　p.013）

爾時世尊。於勇軍人間遊行。漸至末土羅城。『根本有部律』「薬事」（大正 24　p.042 下）

世尊はシューラセーナ人たちの諸ジャナパダを（Í∑rasene⋲u janapade⋲u）遊行して、
ヴァイランブヤに（Vairaµbhyam Ⅰ）到達された。『梵文根本有部律　』「薬事」（vol.

Ⅰ　　p.023）
爾時世尊。於勇軍聚落。人間遊行。至　闌底城。『根本有部律』「薬事」（大正 24　p.045 上）

　シューラセーナ・ジャナパダは複数形が使われている。

　［4-8］シャーキヤ資料を紹介する。

［ヴィルーダカ王は（råjå Vir∑∂hako）釈迦族を殺害して、釈迦族の少女たち（1）を

引き連れて舎衛城に帰還し（Íåkiya-kanyåyo ådåya Íråvast¥µ pratigata˙）、王は繰返
し言った］「私にグラーマの棘（敵たち）が、［すなわち］釈迦族のジャナパダの棘

（敵たち）が殺された（nihatå me gråma-ka∫†akå˙, Íåkiya-janapada-ka∫†akå˙）。私
に敵対する者、対抗する者は殺された（nihatå me pratyarthikå˙ pratyamitrå˙）。す
なわち釈迦族と釈迦族の子たちは［殺された］」と（yad idam Íåkiyå˙ Íåkya-putrå 
iti.）。『梵文僧祇律（比丘尼）』（p.129）（2）

　ここでは複数形が用いられているが、これは「棘（敵たち）」が複数であることにもよる

であろう。

（1）チャールー（Cår∑）、ウパチャールー（Upacår∑）、シュマナー（Íumanå）、マノーハラー
（Manoharå）、サーラヴァティー（Sålavat¥）、アバヤー（Abhayå）の名前を挙げる。

（2）『僧祇律』「（比丘尼）僧残 006」（大正 22　p.519 上）には「復次流離王伐迦維羅衞国。

應廣説」とある。なお『四分律』「衣　度」（大正 22　p.860 中）、『五分律』「衣法」

（大正 22　p.140 下）ほか、『増一阿含』034-002（大正 02　p.690 上）などに流離王が釈

迦族を滅ぼす物語があるが、上記のような記述は見当たらない。

　［4-9］ハイマヴァタ（Haimavata）資料を紹介する。
［世尊が告げられて］雪山地方に住む人たち（ハイマヴァタ）の諸ジャナパダでは

（Haimavate⋲u janapade⋲u）、プーラー（p∑lå）が着用されるべきである、と。『梵文
Ⅱ根本有部律　』「皮革事」（vol.Ⅱ　　p.178）

佛言。有寒雪處應著富羅。『根本有部律』「皮革事」（大正 23　p.1057 上）

［ウパーリ（1）が世尊に］雪山地方に住む人たち（ハイマヴァタ）の諸ジャナパダは
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（Haimavatå janapadå˙）、どのような所ですか。［世尊は彼に答えられて］そこは水
の器を凍らせる所である（yatrodakasthålakaµ ßyåyati Ⅱ）、と。『梵文根本有部律　』

「皮革事」（vol.Ⅱ　　p.178）
具壽　波離白世尊曰。……何者是寒雪国。佛言。椀中盛水凍者。是寒雪處。『根本有部律』「皮革

事」（大正 23　p.1057 中）

　ハイマヴァタ・ジャナパダは複数形が用いられている。

（1）梵文は「ウダーリン（Udålin）」とあるが、漢訳『根本有部律』の「　波離」により読み替
えた。

　［4-10］以上が管見されたところの、サンスクリットの原始仏教聖典における具体的な地

域名（部族名）と共に用いられた janapadaの用例である。ここで扱ったサンスクリット文
献はパーリ聖典に比べるとはるかに少ないに拘わらず、サンスクリット資料の方がパーリ資

料よりもはるかに豊富である。なぜそうなのかは検討を要するが、現在のところその結論を

得ていない。

　またジャナパダの規模という視点から見れば、十六大国に含まれるマガダ、コーシャラを

はじめとしてカーシ、ヴリジ、マッラ、南パンチャーラ、シューラセーナという国のほか、

十六大国に含まれないシャーキヤ族の国や、ハイマヴァタ（雪山）のように漠然とした地域

をジャナパダと表現している場合もあることがわかる。

　［5］さてここで先に提起しておいたジャナパダを表す場合の複数表記と単数表記の問題

を考えてみよう。

　［5-1］まず［1］で紹介した「16大国」が‘soLasannaM mahAjanapadAnaM’と複数形

で示されるのは、「諸方の国々（parito parito janapadesu）」（1）と同じように、複数の国

を指すのであるから何の不思議もないというべきかも知れない。しかしながらその国々の一

つ一つであるアンガやマガダがAGgAnam、MagadhAnaMというように複数形で表されるの

はなぜであろうか。これらはAGga-janapadaあるいはMagadha-janapadaとなるべきである

と考えられるのであるが、ここではAGga-janapadAあるいはMagadha-janapadAとなってい

ることになるからであって、したがって‘soLasannaM mahAjanapadAnaM’と「十六大国」

が複数形で示されるのは、あながち16という数字によるものではないようにも考えられる。

　そして実際に［2］［4］で示した資料には、‘Kosalesu janapadesu’とか‘Kås¥su 
janapadesu’というように表されている。そしてこのような形で現れるのは、サンスクリッ
ト文献を含めて、雪山地方（Haimavata）を除けば、コーサラ、カーシ、マガダ、ヴァッジ、
マッラ、スーラセーナなどすべて十六大国と称される「大（mahA）」がつく国である。

　これに対してジャナパダが単数形で表されるのは［2］［3］［4］を通して、国と理解で

きるとしても、サーキヤ、スナーパランタ、南パンチャーラなどの16大国以外の国であり、

その他はルンビニー村、あるいはサーヴァッティー城などであって、「村」「市」というべ

き場所である。このうちサーキヤは現実的にはコーサラの属国であり、南パンチャーラはパ

ンチャーラの一部であって、そういう意味では「大国」と把握することはできない。またス

ナーパランタは詳らかにしないが、少なくとも「大国」とは認識されていなかったことは明

らかである。
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　ただし［2-2］で紹介した用例の中に、「十六大国」に含まれるカーシが単数形で表され

ている Ther¥gåthåの用例があるが、これは収入（su∆ka）を形容しているからであり（2）、
また［4-2］のなかの『梵文僧祇律（比丘尼）』「波夜提075」の用例もジャナパダが指す

具体的な地名はヴァーラーナシーという都市名であるからである。しかし［4-2］の『梵文

Ⅰ根本有部律　』「薬事」の用例‘Kåß¥⋲u janapade’や［4-5 Ⅰ］の『梵文根本有部律　』「薬

事」‘Malle⋲u janapade’のように、文法的に整合性が見いだしがたいものがあるが、これ
は文献の伝承上で何らかの齟齬が生じたものであろう。

　このように考えると、ジャナパダが複数形で表されるのは「大国（mahA-janapada）」と

いう認識がある国であって、これらの「大国」は、複数の「普通の国」、あるいはジャナパ

ダとしては規模の小さい、例えば部族よりも下位概念の氏族によって形成された「ジャナパ

ダ」が集まってでき上がったものと認識が持たれていたのではないかと思われる。たとえば

サーキヤ国は普通の国であり、単独の氏族によって形成されたジャナパダであるが、コーサ

ラはそのような普通の国を統合して成立した国であって、だから「大国」と呼ばれるという

ことではないかということである。

　換言すれば、「普通の国」はいくつかのニガマ（町）やガーマ（村）がひとかたまりになっ

てナガラ（都市）が形成され、このナガラが1つないしは2つ3つ集まって形成されるよう

な「国」であり、たとえばサーキヤ国はカピラヴァットゥやデーヴァダハ（3）などのナガラ

やニガマが集まって形成されるようなものである。これらナガラも、ニガマも、ガーマでさ

えも‘janapada’と呼ばれうるのであるが、‘janapada’が「国」を表すときには、前述の

ような規模になるのではないかということである。これに対して‘mahA-janapada’として

の「大国」は、サーキヤやコーリヤやそのほか、舎衛城やサーケータなどを中心としたジャ

ナパダがさらに複数集まってコーサラを形成するようなものであったのではないかと思われ

る。

（1）DN.018

Janavasabha-s.（「闍尼沙経」vol.Ⅱ　　p.200）　註釈書 SumaGgala-vilAsinI（vol.

Ⅱ　　p.637）には「‘諸方の国々’とは、あまねく周辺の諸ジャナパダに、である（parito 

parito janapadesu ti samantA sAmantA janapadesu）」とある。なお同註釈書の破線箇所に

は samantA samantAとあるが、同復註（vol.Ⅱ　　p.261）では samantA sAmantAとするので、

これを採用した。

（2）なお TherIgAthA-aTThakathA（p.032）ではこの箇所を註釈して、KAsIsu janapadesu bhavo 

suGko KAsijanapado
とある。またこの註釈書によると、当時のカーシ・ラッタの王には１日

１千量（sahassamatta）という額が税収としてあった。そこで遊女としての彼女の値段が同

額であることから、人々は彼女を「カーシー（kAsI）」と呼んだ。しかし人々には彼女に全
額を払う財力がなく、その半分の支払い額で楽しんでいたので、彼女を「アッダ・カーシー

（aDDhakAsI）」と呼んでいたと、その名の由来を述べている。

（3）例えば SN.022-002（vol.Ⅲ　　p.005）には「デーヴァダハと名づけるサキヤ人たち
（=SAkiya）のニガマ（Devadahan nAma SakyAnaM nigamo）」とある。なお本論文に後述

する【5】［2］［2-2］p.129 以降の用例を参照。

　［5-2］もっとも規模の大小に拘わらず「大国」といえども一つの「国」であって、複数

形で表されるような筋合いはないと考えられもするが、原始仏教時代には一般的に「国」は

統一的な統治機能を有する組織体にまでなってはおらず、単に部族を等しくし、言語や文化

を共通にするという程度のゆるやかな統合体であったからであって、われわれが東北地方と
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言ったり、関東地方と言ったりするような感覚であったものと考えられる。東北地方には青

森県や岩手県などがあって、東北地方と言っても一つの組織的なものとは考えず、そこには

いくつかの地域・地区を含むものを想像するのと同様である。ところがもしこれが道州制が

採用されて、東北地方が一つの組織体になれば、これは立派な単数形で表されうる「国」に

なることになる。インドにおいても釈尊以降は徐々に王制国家が発達して、大規模な王国が

形成されることになるが、後述するように、その時には16大国は‘mahAjanapadA’と認識

される代わりに、明確な一つの‘raTTha’（王国）と認識されるようになるのである。

　［5-3］なお［4-9］で紹介した用例のハイマヴァタも複数形で表されているが、これは

漠然と「雪山地方」を表したもので、もちろんこれも複数のジャナパダがあることが認識さ

れているからである。

　［5-4］なお「十六大国」には王制であったと考えられるコーサラやマガダも、部族共和

制をとっていたと考えられているヴァッジもマッラも等しく含まれている。前述したように、

ジャナパダは自然形成的な文化的背景を持つゲマインシャフト的な言葉であって、その統治

形態には関係がないからである。

　またジャナパダには中央にある国だけでなく、ハイマヴァタとかヨーナカ、カンボージャ

などのガンジス川中流域地方から離れたいわば辺境の地も含まれている。要するにこれらの

地方は中インドとは気候・風土も文化背景も異にしていたであろうが、だからこそジャナパ

ダと呼ばれうるということができる（1）。

（1）ハイマヴァタには特殊な風俗があったことは次の記述が示している。世尊が「プーラー

（p∑lå Ⅱ、富羅）」の着用を許可されたり（『梵文根本有部律　』「皮革事」vol.Ⅱ　　p.178）、
「そこでは水の器が凍る（yatrodakasthålakaµ ßyåyati Ⅱ）」（『梵文根本有部律　』「皮革

事」vol.Ⅱ　　p.178）と答えられているところから寒冷地であることが推定される。プーラー
（p∑lå）は「富羅」のほか、「布羅」「福羅」とも音写され、短靴をいう。このほか『五分
律』「皮革法」（大正 22　p.146 下）、『僧祇律』「尼薩耆波夜提 024」（大正 22　p.318

中）などにも散見される。なおこの制戒因縁の地は「ナイヴァーラ（Naivåla）」（『梵文根
Ⅱ本有部律　』「皮革事」vol.Ⅱ　　p.178）が舞台となっている。これに対応する漢訳の『根本

有部律』には「泥婆羅国（Nepåla）」（大正 23　p.1042 上）とあるので、Naivåla とは
Nepåla（現在のネパール）と推定される（F. Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit 

Dictionary p.313 参照）。
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